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1 電子納品の手引き(案)の位置付け 
1.1 一般事項 

 

電子納品の手引き(案)(以下、「本手引き」といいます。)は、福井県の公共事業において電

子納品を実施するにあたり、対象範囲、適用基準類、受注者および発注者が留意すべき事項

等を示したものです。 

なお、本手引きについては国土交通省および農林水産省の要領、ガイドライン等の内容と異

なる福井県独自で定めたものについて記載しています。この性質から、本手引きだけでは電

子成果品を作成することはできないため、電子納品の際には本手引きの他に以下の要領、ガ

イドラインを必ず参照してください。 

(今回改訂より使用できる電子納品要領等の策定年度は本手引き改訂時点での最新版のみと

なります。ご注意ください。) 

 

表1.1.1 国の電子納品関連要領・基準一覧 

分野 要領名 策定年度 

土木 

 

森林 

 

水産 

一般 

工事完成図書の電子納品等要領 H22.9 

土木設計業務等の電子納品要領(案) H20.5 

CAD製図基準(案) H20.5 

デジタル写真管理情報基準 H22.9 

測量成果電子納品要領(案) H20.12 

地質・土質調査成果電子納品要領(案) H20.12 

電気 

工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 H22.9 

土木設計業務等の電子納品等要領 電気通信設備編 H22.9 

CAD製図基準 電気通信設備編 H22.9 

機械 

工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 H24.12 

土木設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 H24.12 

CAD製図基準(案)機械設備工事編 H24.12 

電子納品要領(案)機械設備工事編 施設機器コード H24.12 

農村 

整備 

一般 

工事完成図書の電子納品要領(案) H23.3 

設計業務等の電子納品要領(案) H23.3 

電子化図面データの作成要領(案) H23.3 

電子化写真データの作成要領(案) H23.3 

測量成果電子納品要領(案) H24.3 

地質・土質調査成果電子納品要領(案) H24.3 

電気 

工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 H17.4 

設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編 H25.3 

電子化図面データの作成要領(案)電気通信設備編 H25.3 

機械 

工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 H19.4 

設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 H26.3 

電子化図面データの作成要領(案)機械設備工事編 H26.3 

電子納品要領(案)機械設備工事編 施設機器コード H19.4 

営繕 

営繕工事電子納品要領 H24.4 

建築設計業務等電子納品要領 H24.4 

営繕工事写真撮影要領 H27.4 

 

国 土 交 通 省: http://www.cals-ed.go.jp/ 

農 林 水 産 省: http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html 

大臣官房官庁営繕部: http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm 

国土交通省(港湾CALS): http://www.ysk.nilim.go.jp/cals/index.htm 

国 土 地 理 院: http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/download/denshinouhin/index.htm 

日本下水道事業団(参考): http://www.jswa.go.jp/
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表1.1.2 国のガイドライン一覧 

分野 ガイドライン名 策定年度 

土木 

 

森林 

 

水産 

一般 

電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 H22.9 

電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 H21.6 

CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案) H21.6 

電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 H21.6 

電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 H22.8 

電気 

電子納品等運用ガイドライン電気通信設備工事編 H23.3 

電子納品等運用ガイドライン電気通信設備業務編 H23.3 

CAD製図基準に関する運用ガイドライン 電気通信設備編 H23.3 

機械 

電子納品運用ガイドライン(案) 機械設備工事編【工事】 H24.12 

電子納品運用ガイドライン(案) 機械設備工事編【業務】 H24.12 

CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案) 機械設備工事編 H24.12 

港湾・空港 

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン【工事編】 H23.4 

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 H22.5 

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン【資料編】 H23.3 

農村 

整備 

一般 

電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 H24.3 

電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 H24.3 

電子化図面データ作成運用ガイドライン(案) H24.3 

電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 H24.12 

電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 H24.12 

電気 

電子納品運用ガイドライン(案)電気通信設備工事編 H25.3 

電子納品運用ガイドライン(案)電気通信設備業務編 H25.3 

電子化図面データ作成運用ガイドライン（案）電気通信設備編 H25.3 

機械 

電子納品運用ガイドライン(案)機械設備工事編【工事】 H26.3 

電子納品運用ガイドライン(案)機械設備工事編【業務】 H26.3 

電子化図面データ作成運用ガイドライン(案)機械設備工事編 H26.3 

営繕 
官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】 H24.4 

官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】 H24.4 

 

なお、下水道事業では、国土交通省が策定している要領・基準類のうち、CAD製図に関する

項目の適用が困難であるため、受発注者協議により、その取扱いを定めるものとします。 

 

表1.1.3 【参考】日本下水道事業団の電子納品要領・基準 

分野 要領・基準名 策定年度 

下水 

(参考) 

実施設計業務等電子納品要領(案) H21 

工事完成図書電子納品要領(案) H24 

下水施設CAD製図基準(案) H24 

 

 

1.2 適用する事業 

 

本手引きは、平成27年10月1日以降に入札手続きを開始する以下の分野の工事、業務に適用

します。 

・土木事業 

・農村整備事業 

・森林事業 

・水産事業 

・営繕事業 
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1.3 電子納品の対象範囲 

 

工事・業務委託のすべてを電子納品の対象とします。ただし、以下の工事および業務委託に

ついては電子成果品の利活用および個人情報保護の観点から監督職員の判断により対象外と

することができます。 

・小規模な維持修繕工事 

・立木調査、家屋調査等の業務委託(丈量測量は電子納品対象) 

・道路清掃業務委託 

・現場管理業務委託 

・その他電子納品にそぐわないもの 

 

 

1.4 複合工事の場合の電子成果品 

 

電子納品等運用ガイドラインでは、土木工事、電気通信設備工事、機械設備工事が一体で発

注されるような複合工事の場合は該当する事業分野ごとに分割整理し、納品することを求め

ています。 

しかし、福井県ではこの運用を用いずに、分割整理を行わず、工事目的物で使用する要領を

判断し、電子成果品を１つの電子媒体に格納することとします。(例：消雪施設の場合は、コ

ンクリートの割合の大小に関わらず、機械設備工事の要領を使用することになります。) 

 

 

1.5 フォルダ構成 

 

国土交通省が策定している電子納品等運用ガイドラインは、情報共有システムの利用を前提

としていますが、福井県では、従来どおり１つの電子媒体にすべての成果品データを格納し

てください。 

 

図1.5.1 電子媒体格納フォルダ構成例(工事完成図書の電子納品等要領の場合) 
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1.5.1 営繕工事の工事関係資料 

 

営繕工事の各フォルダに格納する工事関係資料（工事写真を除く）は下記のとおりとします。 

 

表1.5.1 営繕工事における各フォルダに格納する工事関係資料一覧 

フォルダ名称 資料大分類 資料小分類 

ＰＬＡＮ 施工計画書 総合施工計画書、工種別施工計画書 

ＳＣＨＥＤＵＬＥ 工程表 実施工程表、週間工程表、月間工程表、工種別工程表 

ＭＥＥＴ 打合せ簿 工事打合せ記録 

ＭＡＴＥＲＩＡＬ 機材関係資料 試験計画書（機材検査に伴うもの）、 

試験成績書（機材検査に伴うもの）、 

監督職員検査記録（機材検査に伴うもの）、品質証明書、 

調合表、規格証明書、機材搬入報告書 

ＰＲＯＣＥＳＳ 施工関係資料 試験計画書（施工検査に伴うもの）、 

試験成績書（施工検査に伴うもの）、 

監督職員検査記録（施工検査に伴うもの）、施工報告書、 

工事実施状況報告書（月報）、立会請求書、工法提案資料 

ＩＮＳＰＥＣＴ 検査関係資料 社内最終検査記録、工事完成記録、完成通知書、 

指定部分完成通知書、既済部分確認請求書、技術検査記録 

ＳＡＬＶＡＧＥ 発生材関係資料 発生材調書、処理報告書 

ＤＲＡＷＩＮＧＦ 完成図 完成図 

ＭＡＩＮＴ 保全に関する資料 主要材料機器一覧表、保全に関する説明書、 

官公署届出書類一覧表、保全の手引き、機器取扱説明書、 

機器性能試験成績書、官公署届出書類、 

予備品等引渡し通知書、鍵・備品・工具リスト 

ＯＴＨＲＳ 契約関係書類 工事請負契約書の写し、契約時の工程表、 

現場代理人等通知書、疑義等の協議記録 

施工図 施工図 

完成写真 完成写真、代表写真 

工事実績情報 工事実績情報登録内容、工事実績情報受領書の写し 

工事の一時中止 状況調査及び理由書 

工期変更 変更工程表、変更理由書、工期算出根拠 

文化財その他埋蔵物 状況調査報告書 

その他の資料  

 

1.5.2 営繕工事写真の取扱い 

 

要領では営繕工事写真の取扱いに関する記載がなくなりましたが、福井県は従来どおり電子

成果として営繕工事写真を納品することとします。 

営繕工事の工事写真は、他の工事関係資料とは別の電子媒体に格納して提出してください。 
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1.6 問い合せ 

 

電子納品に関する問い合せは福井県CALS/EC Webサイトの各FAQページ、国土交通省Webサイ

ト「CALS/EC電子納品に関する要領・基準」のQ&Aページを確認してください。これまでに寄

せられた電子納品に関する質問への回答が掲載されています。 

なお、国土交通省「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」WebサイトのQ&Aページから、電

子納品Q&AのPDF版がダウンロードできます。初心者版もありますので参照してください。 

ア) 福井県CALS/EC Webサイト 

http://info.pref.fukui.lg.jp/kanri/cals/index.html 

イ) 国土交通省「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」Webサイト 

http://www.cals-ed.go.jp/ 

ウ) 国土交通省「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」WebサイトQ&Aページ 

http://www.cals-ed.go.jp/q_a_index.htm 

 

Q&Aのページを見ても質問の回答が得られない場合の問い合せ先は以下のとおりです。 

エ) 国土交通省 電子納品ヘルプデスク 

http://www.cals-ed.go.jp/ qa-sys/question.htm 

オ) 福井県電子納品ヘルプデスク 

公益財団法人 福井県建設技術公社 TEL:0776-20-0394 

Mail:cals-info@fk-kosha.or.jp 

カ) 各部担当課 

各部の電子納品関係の担当部署は以下のとおりです。 

農林水産部農村振興課技術管理・評価グループ TEL:0776-20-0454 

土木部土木管理課技術管理グループ TEL:0776-20-0471 

土木部建築住宅課営繕室企画班 TEL:0776-20-0510 

 

※ヘルプデスクではソフトウェアやパソコンの使用方法についての問い合せは受けられません。パ

ソコンやソフトウェアの使用方法については購入先の店舗やメーカーにお問い合せください。 
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2 電子納品の流れ 
2.1 電子納品の流れ 

 

福井県の電子納品の流れは下図のとおりです。なお、図は標準的な電子納品の流れを示したもの

であり、これにより難い場合は別途受発注者間で協議してください。 

 

図2.1.1 福井県の電子納品の流れ 

発注者 受注者 (公財)福井県建設技術公社

特記仕様書の作成

発注図の準備

要領等に則った
データ作成

成果品電子媒体の作成と事前
チェック
・データの作成
・チェックシステムに
　よる内容の確認
・ウイルスチェック
・福井県独自運用部分の
　確認
・SXFブラウザによる
　CAD図面の目視確認

電子納品保管管理
システムへの登録申請

申請の確認
請求書の発行

電子成果品の登録料
の振込み

振込みの確認
領収書の発行

領収書の受領

監督職員への電子成果品の提出

・電子納品検査プログラムによ
　る電子成果品のチェック
・エラーリストの出力
・領収書の写しを確認

電子化しなかった書類
の保管管理

電子成果品の提出

電子成果品を電子納品保管管理
システムに登録

電子成果品(正)を保管 電子成果品(副)を保管

保管・管理

検査

・重要構造物を擁する工事か否かの確認

着手時協議（事前協議チェックシートを利用）
・電子納品の対象書類
・電子納品する電子データのファイル形式

・遵守すべき要領等の確認

着手前

着手時の
打合せ

工事・業務の
実施

成果品作成

納品・検査

(エラーがある場合は修正)

正の電子成果品

副の電子成果品
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3 発注時の準備 
3.1 業務成果品の内容確認 

 

発注者は原則、貸与資料として発注図(CAD製図基準(案)や電子化図面データ作成要領(案)、

営繕工事電子納品要領、建築設計業務等電子納品要領およびこれらに類するガイドライン(以

下「CAD製図基準等」と言います。)に基づいたCADデータ)を作成します。 

準備にあたっては、発注者は設計業務等の電子成果品を電子納品検査プログラムでのチェッ

クおよび目視による確認を行い、電子納品要領やガイドライン、本手引きに適合しているか

を確認します。 

 

 

3.2 貸与資料の準備 

 

発注者は、必要に応じてCADデータを修正(発注図の作成)します。ただし、発注者側での発

注図図面管理ファイル(DRAWINGS.XML)の作成は行いません。また、電子納品に際して受注者

が発注図図面管理ファイルを作成する必要はありません。 

なお、当初の発注図には発注者が作成するレイヤ(当初はC-HATSUレイヤのみ、変更時はC-

HATSU*レイヤ、C-ZOU*レイヤ、C-GEN*レイヤ)が作成されているCADデータがあります。 

これらのレイヤは必要に応じて作成、描画されているものであり、必ず存在するものではあ

りません。作成するレイヤ名および線色については別添付録3をご覧ください。 

 

 

3.3 特記仕様書への記載 

 

発注者は、共通仕様書に電子納品に対する記載がない場合は、原則として対象とする事業の

特記仕様書に電子納品に関する事項を記載してください。記載例を次に示します。 

 

特記仕様書例1(土木・農林水産工事) 

 
 

特記仕様書例2 

第○○条 電子納品 

１ 本事業は電子納品対象事業とする。電子納品とは「調査、設計、工事などの各業務段階の

最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは「○○○○

○電子納品要領(案)△△△」(□□□□省)(以下「要領等」という。)および「電子納品の手

引き(案)福井県版」(以下「手引き」という。)に基づいて作成した電子データを指す。 

２ 成果品は、「要領等」および「手引き」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で２部

提出する。「要領等」および「手引き」で特に記載のない項目については原則として電子デ

ータを提出する義務はないが、「要領等」および「手引き」の解釈に疑義がある場合は監督

職員と協議のうえ電子化の是非を決定する。 

３ 成果品の提出の際には電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないこ

とを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出する。 

４ 完成検査前までに(公財)福井県建設技術公社(以下「公社」という)に電子納品保管管理シ

ステムの登録料を支払い、完成検査終了後、正の電子成果品を監督職員に、副の電子成果品

を公社に提出する。 
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3.4 電子成果品に関する積算上の考え方 

 

電子成果品に関する積算上の考え方は以下のとおりです。 

 

ア) 工事(土木・農林水産) 

工事完成図書の電子成果品作成費用および登録料は現場管理費に含みます。 

 

イ) 業務(土木・農林水産) 

測量業務における電子成果品作成費用および登録料は諸経費に含みます。 

地質調査業務および設計業務等成果品における電子成果品作成費用については電子成果品作

成費の積上げで計上します。ただし、電子成果品の登録料はその他原価に含みます。 

 

ウ) 工事・業務(営繕) 

営繕工事・建築設計の電子成果品作成費用および登録料は諸経費に含みます。 
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4 電子成果品の作成 
4.1 電子納品に関する基本的な考え方 

 

福井県の工事および業務書類の電子化に関する基本的な考え方を以下に示します。なお、重

要構造物を擁する工事については次項を参照してください。 

 

図4.1.1 福井県の工事および業務書類の電子化に関する基本的な考え方 

 
別表１ 

優先順位 納品の方式 

１ CAD製図基準等および電子納品の手引きに則った図面の電子納品 

２ CAD製図基準等および電子納品の手引きに則らない図面の電子納品 

３ 紙納品 

 

※工事施工中に構造の変更を行うケースがありますが、構造の変更に伴い作成する書類については、

将来に渡り維持管理上必要な文書として電子納品してください。詳細は「4.6.1 構造の変更に

伴い作成する書類(工事のみ)」を参照してください。 

※上記以外の将来に渡り維持管理上必要な文書については、受発注者間で協議してください。 

※将来に渡り維持管理上必要な文書以外の書類については、監督職員と協議のうえ電子納品を決定

してください。 
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4.2 重要構造物を擁する工事について 

 

重要構造物は、維持管理のために完成図を長期間に渡って保存しなければならないことから、

福井県では重要構造物を擁する工事については発注図がCAD基準等に完全に準拠していない場

合であっても、CAD製図基準(案)、電子化図面データ作成要領(案)、営繕工事電子納品要領、

建築設計業務等電子納品要領およびそれらに付随するガイドライン等に準拠した完成図の納

品を必須とします。 

完成図とは施工範囲を赤で旗揚げし、かつ施工領域を赤でハッチング等を描画したものを言

います。詳細については別添付録3をご覧ください。 

 

重要構造物を擁する工事の定義は原則以下のとおりとしますが、工事着手前に監督職員に

お問い合せください。 

・トンネル工事(付属工事、修繕、補修工事等を含む) 

・橋梁工事(付属工事、修繕、補修工事等を含む) 

・港湾工事(係留施設、外郭施設) 

・電線共同溝、情報BOX工事 

・消雪施設工事 

・営繕工事 

・機械設備工事、電気通信設備工事等、維持管理のために完成図書が必要な工事 

・その他特殊工法・特殊材料採用工事等、発注者が維持管理のために完成図書の電子納品

が必要と認める工事 

 

重要構造物を擁する工事の電子成果品に、CAD製図基準(案)等に準拠した完成図がない場合

は、電子成果品として認められません。 
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4.3 事前協議 

 

電子納品の確実な実施のため、受発注者間で協議・確認すべき内容は別添付録1-1および2の

事前協議チェックシートで確認してください。以下にチェックシートの記載方法について示

します。 

 

 

(１)協議参加者 

協議には電子成果品の作成および保管、管理の実務の知識を持ち、電子納品に関する要領等

を理解している人が参加することが大切です。 

協議参加者の欄では以下の点を記載してください。 

・工事番号もしくは設計書コード 

・重要構造物を擁する工事の判断(土木・農林水産工事) 

・６桁の施設識別コードおよび建築物識別コード(営繕工事・建築設計業務) 

 

(２)図面 

発注者から発注図の提供があるか、提供があった場合、発注図がCAD製図基準(案)等に則っ

たものになっているかを確認してください。 

 

(３)ファイル交換形式 

施工中にオリジナルファイルでやり取りを行う場合に、お互いにやり取りが可能であるファ

イル形式を協議してください。 

工事および業務の実施過程で受発注者間のデータ交換と再利用の機会が多いワープロ、表計

算およびイメージデータ作成ソフト等が対象となります。 

 

(４)その他協議事項 

上記以外に協議したい事項がある場合は、この欄を使用して協議してください。 

 

※情報共有システムを使用する場合は、情報共有システムガイドラインにある事前協議チェック

シートで確認を行うこと。 
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4.4 成果品の管理項目 

 

成果品の管理項目については基本的に要領等に準拠することとしますが、以下の項目につい

ては本手引き(案)に拠ることとします。 

 

 

4.4.1 工事・業務管理項目(INDEX_*.XML) 

 

ア）工事番号(工事)・設計書コード(業務) ・業務番号（建築設計） 

 

工事管理項目の工事番号、業務管理項目の設計書コード（土木、農林の設計業務等）および

業務番号（建築設計）においては「都道府県番号」＋「発注所属(事務所等)番号」＋「整理

番号(契約書右下に記載の番号：7桁)」(計17桁)を入力してください。「都道府県番号」およ

び「発注所属(事務所等)番号」については下記を参照してください。 

「整理番号」は、先頭のアルファベットを取った7桁を使用してください。 

※工事番号、設計書コードおよび業務番号は必ず目視によりチェックしてください。 

※17桁のコードについては「5.1 電子納品保管管理システムへの登録」で登録申請をすると発行される請求書で確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事番号(工事)・設計書コード(業務) ・業務番号（建築設計） 
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＜都道府県番号＞ 

福井県：18000 

 

＜発注所属(事務所等)番号＞ 
課・事務所名 番号 課・事務所名 番号 課・事務所名 番号 

福井農林総合事務所 21045 坂井農林総合事務所 21047 奥越農林総合事務所 21054 

丹南農林総合事務所 21067 越前漁港事務所 21760   

高規格道路推進課 23320 建築住宅課 23810 福井土木事務所 23065 

三国土木事務所 23075 奥越土木事務所 23081 丹南土木事務所 23096 

嶺南振興局敦賀土木事務所 23145 嶺南振興局小浜土木事務所 23155   

    福井港湾事務所 23480 

敦賀港湾事務所 23490 福井空港事務所 23520 福井駅周辺整備事務所 23710 

吉野瀬川ダム建設事務所 23459 河内川ダム建設事務所 23465   

嶺南振興局林業水産部 10310 嶺南振興局農村整備部 10310 嶺南振興局二州農林部 10360 

公営企業経営課 18700     

※上記以外の発注所属番号については電子納品ヘルプデスクにお問い合わせください。 

 

＜整理番号＞ 

契約書において整理番号が記載されている箇所は下記のとおりです。記載されていない場合

は発注機関にお問合せください。 
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例：福井土木事務所発注の工事・業務で整理番号1199990 

「18000」＋「23065」＋「1199990」＝18000230651199990 

 

土木部、農林水産部(嶺南振興局の農林部局含む)以外が発注する工事・業務においては発注

者に整理番号を確認してください。 

 

＜入力例＞ 

工事番号入力例 

<工事番号>18000230601199990</工事番号> 

※ここで入力している例は工事の場合のものです。設計業務等では設計書コード欄に入力すること

になります。 

 

 

イ）受注者コード・請負者コード 

 

受注者コード・請負者コードは、競争入札参加資格者名簿に記載されている業者番号を利用

して作成します。 

競争入札参加資格者名簿に記載されている業者番号は５桁ですが、この番号の先頭に200を

付与し、８桁としたものを受注者コード・請負者コードとします。 

競争入札参加資格者名簿は以下のサイトで確認することができます。 

 

http://www.pref.fukui.jp/doc/kanri/mitoosi.html 

 

例：業者番号09876の株式会社土木管理建設の受注者コード(もしくは請負者コード)は、 

「200」＋「09876」＝20009876 

 

※競争入札参加資格者名簿には許可番号と業者番号が記載されていますが、必ず業者番号を使用し

てください。 

※受注者コード・請負者コードは国土交通省または農林水産省の電子納品チェックシステムではチ

ェックできないため必ず目視によりチェックしてください。 

※国の要領では土木の設計業務はTECRISから、農村整備の設計業務はAGRISから、建築設計業務は

PUBDISから受注者コードを入力することとなっていますが、必ず上記の例に従って入力してくだ

さい。 

 

受注者コード入力例 
<受注者情報> 

<受注者名>株式会社福井県建設</受注者名> 

<受注者コード>20009876</受注者コード> 

</受注者情報> 
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ウ）施設識別コード、建築物識別コード(営繕工事および建築設計業務のみ) 

 

営繕工事および建築設計業務の管理項目で入力する必要のある施設識別コードおよび建築物

識別コードについては同一コードとし、福井県土木部建築住宅課営繕室が定める分類番号(第

1分類～第3分類:各分類2桁、計6桁。以下の例を参照)を使用してください。コードについて

は工事着手前または業務着手前の協議において発注者より受注者に指示します。 

 

(例) 
第1分類 第2分類 第3分類 

1 5 10 

施設(建築物)識別コード:010510 

 

施設識別コード・建築物識別コード入力例 
<施設識別コード>010510</施設識別コード> 

・ 

・ 

・ 

<建築物識別コード>010510</建築物識別コード> 

※ここで入力している例は営繕工事および建築設計業務で共通です。 

 

 

エ）対象水系路線名(営繕工事および建築設計業務委託を除く) 

 

対象水系路線名は契約図書に記載されている河川路線名等を必ず入力してください。 

一部工事または業務委託においては河川路線名がない場合がありますが、工事名に地区名が

含まれている場合は地区名を入力してください。入力する対象水系路線名については以下の

例を参照してください。 

 

土  木：契約図書に記載されている河川路線名(例：一般県道○○○○線、一級河川○

○川、○○地区、○○港、○○事務所管内 等) 

農林水産：契約書に河川路線名が記載されている場合は河川路線名、記載されていない場

合は工事名に含まれる地区名(例：○○○地区、○○漁港 等) 

 

対象水系路線名入力例 
<水系-路線情報> 

<対象水系路線名>一般国道157号</対象水系路線名> 

</水系-路線情報> 

※ここで入力している例は工事の場合のものです。設計業務等の場合は別途、対象水系路線コード

の入力が必要になりますが「99999」を入力してください。 

 

なお、入力する河川路線名または地区名がない場合には、必ず「無し」と入力してください。 
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オ) 発注者情報 

 

工事、業務管理項目には発注者情報を入力する欄がありますが、この欄については以下のサ

イトにあるCORINSまたはTECRISの資料を確認して入力してください。(農村整備事業の委託業

務においてもTECRISのコードを使用してください。) 

 

CORINS：http://www.cals-ed.go.jp/calsec/corins.htm 

TECRIS：http://www.cals-ed.go.jp/calsec/tecris.htm 

 

 

4.4.2 測量情報管理項目(SURVEY.XML) 

 

ア) 製品仕様書名、製品仕様書ファイル名 

 

福井県では基準点測量の製品仕様書が公開されています。基準点測量を行う際には、発注者

が製品仕様書を用意し、受注者に提供します。 

製品仕様書の提供を受けた業務では、製品仕様書名を製品仕様書名項目に入力し、ドキュメ

ントサブフォルダ(DOCサブフォルダ)に製品仕様書ファイルを格納し、製品仕様書ファイル名

項目にファイル名を入力します。 

製品仕様書の提供を受けていない業務(基準点測量および道路台帳補正作業以外)では、製品

仕様書名項目に「福井県公共測量作業規程」と入力し、製品仕様書ファイル名項目は未入力

としてください。 

製品仕様書ファイル名項目を未入力とした場合、国のチェックシステム等ではエラーとなり

ますが、製品仕様書がない業務に限り、このエラーを許容します。 

製品仕様書の原本は以下のサイトで確認することができます。 

 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/kokyosokuryo.html 

 

 

4.4.3 地質情報管理項目およびボーリング交換用データ(BORING.XML、BED****.XML) 

 

ア) 緯度、経度 

緯度、経度については電子納品要領のとおり小数点以下４桁まで入力し、電子国土ポータル

で位置の確認を行ってください。 

 

イ) 報告書 

最終成果品にはボーリングの位置確認ができる資料を必ず格納してください。位置確認がで

きる資料は２種類とし、大まかな位置確認ができる位置図と、詳細な位置が確認できる平面

図とします。縮尺は問いません。 

位置確認ができる資料は、報告書(REPORT**.PDF)の一部として報告書フォルダ(REPORTフォ

ルダ)に格納してください。オリジナルファイルの格納についても報告書と同様とします。 
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4.5 図面ファイル 

 

図面ファイルについては基本的にCAD製図基準(案)、電子化図面データ作成要領(案)、営繕

工事電子納品要領、建築設計業務等電子納品要領およびそれらに付随するガイドライン等に

準拠することとしますが、以下のものについては本手引き(案)に拠るものとします。 

 

 

4.5.1 CADデータ交換フォーマット(図面のファイル形式) 

 

福井県で電子納品を行う場合は、CADデータ交換フォーマットをSFCファイルとします。 

国の要領等では国際標準であるSTEP/AP202に準拠したSXF(P21ファイル)としていますが、フ

ァイルの容量が大きいため、福井県では当面の間ファイル容量を軽減可能なSXF(SFCファイ

ル)としています。なお、福井県ではSFCファイル以外での納品は認めていません。 

 

 

4.5.2 CAD図面の表題 

 

国のCAD製図基準(案)等では図面の表題欄が定められていますが、福井県においては分野ご

とに下記の表題欄を使用することとします。なお、営繕工事および建築設計においては

「4.5.3 営繕工事および建築設計業務のCAD図面作成について」を参照してください。 

 

図4.5.1 表題欄(土木・農村整備) 

 
 

図4.5.2 表題欄(林道)              図4.5.3 表題欄(治山) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 営繕工事および建築設計業務のCAD図面作成について 

 

営繕工事および建築設計業務の図面の表題・文字･線種･レイヤは「営繕工事 図面の文字･

線種・レイヤ基準(建築編、建築設備編)(福井県土木部建築住宅課営繕室)」を参照してくだ

さい。 
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4.5.4 営繕工事および建築設計業務の図面ファイル名の定義 

 

国の場合、営繕工事および建築設計業務の図面ファイル名は８文字以内で自由につけてよい

とされていますが、福井県では営繕工事および建築設計業務の図面ファイル名については以

下のとおりとします。 

 

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ 

ａ   ： 段  階 P:基本設計、D:実施設計、B:施工、C:完成 

ｂ   ： 工事種別 B:建築、E:電気、M:機械 

ｃ～ｄ ： 未 定 義 Free(通常は“00”) 

ｅ～ｇ ： 図面番号 目次:000、以降は連番 

ｈ   ： 設計変更 0～9、A～Y 

 

例：建築図面(2階教室展開図:図面番号18番)の原設計(設計完了時)：DB000180.SFC 

建築図面(2階教室展開図:図面番号18番)の原設計(工事発注後)：BB000180.SFC 

 

 

4.5.5 図面のオリジナルファイル 

 

土木および農林水産の工事・業務において、図面ファイルの基となるオリジナルファイルを、

電子成果品に格納する場合は、受発注者間で協議を行い、ファイル形式を決定してください。 

オリジナルファイルのデータは、業務の場合は図面フォルダ(DRAWINGフォルダ)の配下に、

工事の場合は完成図フォルダ(DRAWINGFフォルダ)の配下にそれぞれオリジナルファイルフォ

ルダ(ORGフォルダ)を作成して格納してください。ただし、管理ファイル(XML)には記述しな

いでください。 

オリジナルファイルのファイル名についてはCAD製図基準(案)等の図面ファイル命名規則に

準じるものとします。 

なお、営繕工事、建築設計では電子納品要領で定められているオリジナルファイルの格納場

所にファイルを格納してください。 

 

 

4.5.6 発注図フォルダ(土木・農林の工事、電気通信設備工事、機械設備工事にのみ適用) 

 

平成２２年９月策定の工事完成図書の電子納品等要領より、受注者が発注図フォルダ

(DRAWINGSフォルダ)を作成する必要はなくなり、電子成果品に格納しないこととなりました。 

福井県においてもガイドラインに準拠し、発注図フォルダを作成しないこととしますが、福

井県では土木工事のみならず、農林工事、電気通信設備工事、機械設備工事の要領を使用す

る場合においても、発注図フォルダを作成しないこととします。 
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4.6 工事および業務書類 

 

工事および業務では、電子納品要領で規定されている書類以外にも作成する書類・様式があ

ります。書類・様式の電子化については基本的に要領に準拠することとしますが、以下のこ

とについては本手引き(案)に拠ることとします。 

 

 

4.6.1 構造の変更に伴い作成する書類(工事のみ) 

 

工事において受注時の構造と施工時の構造に差異が生じた場合、構造の変更に伴い作成する

図面や安定計算の書類等が必要になります。 

これらの書類については、「将来に渡り維持管理上必要な文書」と位置づけられ電子納品が

必須となります。 

構造の変更に伴い作成する書類は、その他ファイルフォルダ(OTHRSフォルダ)内に特定のオ

リジナルファイルフォルダ(ORG900～998)を作成して格納することとし、ORG900～998フォル

ダには構造の変更に伴う書類以外は入れないでください。 

 

 

4.6.2 出来形管理表 

 

出来形成果表については赤書き、青書きを記入したものを従来のように紙媒体で保管してく

ださい。確認、検査時には紙媒体に赤書き、青書きを行ってください。ただし、情報共有シ

ステムを利用する場合は別途協議してください。 
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4.7 写真ファイル 

4.7.1 写真の撮影・取扱い 

 

デジタルカメラの有効画素数はデジタル写真管理基準において目安が定められており、100

万画素程度とされています。 

高解像度の写真は容量が大きいだけで特にメリットはありません。持っているデジタルカメ

ラを設定し、100万～300万画素程度の画素数で撮影してください。 

ただし、特記仕様書において別途写真画素数の明示があるものや、点検業務等のように高精

度な写真を求められる業務においてはこの限りではありません。 

 
図4.7.1 JPGファイル格納枚数イメージ 

 
 

また、写真を銀塩カメラで撮影した場合は、アルバムに入れるため必要な写真の選別を行っ

ていましたが、デジタルカメラに移行したことで選別がされていないケースが見受けられま

す。必要な写真を取捨選択し、成果品を作成してください。 

なお、検査時の写真を電子成果品に入れる必要はありません。 
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4.7.2 代表写真 

 

福井県では代表写真を、完成図フォルダ(DRAWINGFフォルダ)内にオリジナルファイルフォル

ダ(ORGフォルダ)を作成して格納することとします。 

代表写真とは工事完成時の様子がわかる写真等であり、道路改良や河川改修等の延長が長い

ものについては写真が複数枚になることもあります。(ただし、枚数は10枚以内としてくださ

い。) 

土木・農林工事では、写真フォルダ(PHOTO/PICフォルダ)に格納されている写真のファイル

名を変更せずに、完成図フォルダ内のオリジナルファイルフォルダにコピーしてください。

代表写真の情報はDRAWINGF.XMLに書き込まないでください。(デジタル写真管理基準等で定義

されている完成写真とは違いますので注意してください。) 

ただし、営繕工事では、完成写真を代表写真とし、その他ファイルフォルダ(OTHRSフォル

ダ)に格納することとします。解像度は600万画素程度とし、ファイル名はISO9660レベル1に

準拠したものに修正してください。OTHRS.XMLへの書き込みが必要です。(工事写真について

は国の要領に準拠してください。) 

成果品に代表写真が収められていない場合は、電子成果品として認められません。 

 

図4.7.2 代表写真格納イメージ(土木・農林工事) 
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4.7.3 写真の編集 

 

デジタル写真管理基準等において示されているとおり、福井県においても写真の編集は禁止

します。 

ただし、つなぎ写真等を作成するため編集を行わなければならない場合は、監督職員の許可

を得た場合に限り認めることとします。 

原本となる写真を写真フォルダ(PHOTO/PICフォルダ)に連番で残し、その次の番号をつなぎ

写真として写真フォルダに入れてください。写真管理ファイル(PHOTO.XML)のつなぎ写真の請

負者説明文に「P000****.JPGとP000****.JPGのつなぎ写真です。」と記入してください。請

負者説明文に記載がない写真の編集は認めません。 

 

図4.7.3 つなぎ写真等の付番イメージ 

 
 

PHOTO.XML記載例 
<写真情報> 

<写真ファイル情報> 

<シリアル番号>124</シリアル番号> 

<写真ファイル名>P0000124.JPG</写真ファイル名> 

<写真ファイル日本語名>全景1.JPG</写真ファイル日本語名> 

・ 

・ 

・ 

<請負者説明文></請負者説明文> 

</写真情報> 

 

<写真情報> 

<写真ファイル情報> 

<シリアル番号>125</シリアル番号> 

<写真ファイル名>P0000125.JPG</写真ファイル名> 

<写真ファイル日本語名>全景2.JPG</写真ファイル日本語名> 

・ 

・ 

・ 

<請負者説明文></請負者説明文> 

</写真情報> 

 

<写真情報> 

<写真ファイル情報> 

<シリアル番号>126</シリアル番号> 

<写真ファイル名>P0000126.JPG</写真ファイル名> 

<写真ファイル日本語名>全景1+2(つなぎ写真).JPG</写真ファイル日本語名> 

・ 

・ 

・ 

<請負者説明文>P0000124.JPGとP0000125.JPGのつなぎ写真です。</請負者説明文> 

</写真情報> 
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4.8 台帳フォルダ 

 

平成２２年９月策定の工事完成図書の電子納品等要領では、新たに台帳管理ファイルを格納

するための台帳フォルダ(REGISTERフォルダ)が追加されましたが、福井県では当面の間、台

帳フォルダを使用しないこととします。(機械設備工事の台帳フォルダ(K_LDRフォルダ)につ

いては要領どおり、受発注者協議のうえで作成することとします。) 

ただし、監督職員と協議のうえ、格納する必要が生じた場合はこの限りではありません。 

 

 

4.9 道路台帳成果物の格納 

 

道路台帳作成に伴う測量を行った場合は、その測量成果物はその他の応用測量サブフォルダ

(OTHRSOYOサブフォルダ)に、製品仕様書、特記仕様書、協議書、実施報告書についてはドキ

ュメントサブフォルダ(DOCサブフォルダ)にそれぞれデータを格納することとします。 

以下は、その他の応用測量サブフォルダに格納するファイルのファイル形式一覧です。 

 

図4.9.1 道路台帳成果物のファイル形式 

測量細分類 成果等の名称 ファイル形式 備考 

その他の応用測量 主題図データファイル JPGIS準拠  

品質評価表 PDF  

メタデータ JMP2.0  

XMLスキーマ XSD  

コードリスト JPGIS準拠  

その他データ その他の資料   

 

道路台帳の製品仕様書の原本は以下のサイトで確認することができます。 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/hozen/dourodaityo.html 
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4.10 電子媒体 

 

4.10.1 電子成果品作成で使用できるフォーマットおよび使用可能文字 

 

電子成果品の作成ではCD-RもしくはDVD-Rに成果品を格納してください。 

電子納品要領ではCD-Rに書き込む際の形式をISO9660のレベル1(DVD-Rの場合はUDF Bridge)

と定めています。ファイル名やフォルダ名に使用できる文字は数字、英大文字、アンダース

コア “_” の37種類のみであり、日本語は使用できません。ファイル命名規則がないファイル

については後述の文字以外を使用しないで命名してください。 

 

ISO9660 レベル1で使用可能な文字 

1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

_ 

 

 

4.10.2 電子媒体のラベル 

 

電子媒体には必要項目を①表面に直接印刷、②油性フェルトペンで表記、のいずれかの方法

で表記してください。また、電子媒体に傷が付くと読み込み不可能となる可能性があるため

注意してください。 

以下に福井県の土木・農林水産の工事および業務における電子媒体のラベルを示します。 

 

図4.10.1 ラベル(土木・農村整備・林道・治山工事)      図4.10.2 ラベル(土木・農村整備・林道・治山業務) 
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図4.10.3 ラベル(営繕工事)              図4.10.4 ラベル(営繕工事 工事写真) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.10.5 ラベル(建築設計業務) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福井県ではラベル最上段に工事番号または設計書コードを記載します。国のものとは違いますの

で注意してください。 

※ラベルシールを貼り付ける方法については、シールによっては温湿度の変化で伸縮し、電子媒体

に損傷を与えることがあるため使用を禁止します。 

※必要項目を電子媒体に表記する際に油性ペンで表記する場合は、CD-R用の油性ペンを使用してく

ださい。普通の油性ペンを使用すると電子媒体の記録面にインクがにじみ、読み取れなくなる場

合があります。 

※DVD-Rによる電子納品も可とします。その場合の論理フォーマットはUDF Bridgeとします。 

※CD-Rの論理フォーマットは電子納品要領等ではISO9660(レベル1)を原則としますが、営繕工事の

写真用の媒体については日本語ファイル名を使用しているためWindows形式のJolietでフォーマ

ットしてください。この際、ラベルにはフォーマット形式をJolietと記載してください。 
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4.11 検査 

4.11.1 検査前の電子成果品のチェック 

 

受注者は電子成果品を作成し、国が公開している電子納品チェックシステムおよび目視で、

要領、ガイドライン、本手引き(案)に準拠していることを確認してください。なお、国の電

子納品チェックシステムは各省庁のWebサイトから無償で入手できます。(各省庁等のサイト

については「1.1 一般事項」を参照してください。) 

ただし、国の電子納品チェックシステムでは福井県独自の運用部分、図面、写真の編集の有

無、ボーリング位置についてはチェックできません。これらは目視によりチェックしてくだ

さい。 

また、図面についてはチェックシステムでは正しく表示されるかどうか確認できないため、

必ずSXFブラウザにて目視でチェックしてください。(SXFブラウザVer3.1もしくはVer3.2で土

木工事または業務の図面のチェックができます。) 

 

監督職員は、必ず検査前に各端末に導入されている電子納品検査プログラムで、電子成果品

が要領等に準拠しているかチェックし、エラーがある場合は、エラーリストを出力し受注者

にエラーを修正させてください。 

※検査を行う際に利用する電子納品検査プログラムは、要領・基準等に準拠していることが前提と

なるため、中間検査時においても検査対象物を要領等に則って電子納品することとします。なお、

その際に発注機関に提出する電子成果品の部数は１部とします。 

 

なお、監督職員も、図面およびボーリングの位置等、目視でしか確認できない部分について

は、受注者と同様に目視でチェックしてください。 

監督職員は「5.1 電子納品保管管理システムへの登録」で(公財)福井県建設技術公社(以下

「公社」という。)から発行される登録料領収書のコピーで、登録申請がされていることを確

認します。 

 

監督職員のチェックが終了した後、受注者は副の成果品を作成してください。 

 

 

4.11.2 検査 

 

検査時に、監督職員は検査職員に対し、公社の登録領収書のコピーを確認し登録申請がなさ

れていること、電子成果品は電子納品検査プログラムのチェックで問題がないことを説明し

ます。申請および問題がないことを確認した後は、他の紙媒体等の成果物と合わせ、検査を

行います。 

営繕工事においては、現場検査にてパソコンを使用することが考えられることから、受注者

のパソコンを利用して電子納品支援ソフトに付属の閲覧システムにて検査を行います。この

際、機器の操作については原則受注者が行うものとします。 

 

 

4.11.3 検査後の電子成果品の提出 

 

完了検査後は正副2部の電子成果品のうち正を発注者に、副を公社に提出します。(中間検査

時は、発注機関にのみ１部提出し、公社へ提出する必要はありません。) 

公社への提出前に電子納品保管管理システムへの登録申請を行い、電子媒体は持参または郵

送により提出してください。登録申請については次章を参照してください。
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5 電子納品保管管理システムへの登録 
5.1 電子納品保管管理システムへの登録 

 

受注者は検査時に電子納品保管管理システムの登録料の領収書の写しを提示する必要があり

ます。以下のサイトで登録する工事・業務に関する情報等を入力してください。数日内に公

社から請求書が送付されますので登録料金を公社に振り込み、完成検査前までに領収書を受

け取って、監督職員に写しを提示してください。 

検査後に最終電子成果品の正を発注者に、副を公社に提出してください。 

 

・電子納品登録申請処理システム 

URL:http://www.fkgk.jp/ 

 

図5.1.1 電子納品保管管理システム登録申請の流れ 

 
※申請の手続きは支障なく進んだ場合、約1週間程度かかります。 

 



別添付録1-1　事前協議チェックシート(土木・農林水産)

年 月 日 ～ 年 月 日

□ 重要構造物を擁する工事 □ 重要構造物を擁しない工事
※重要構造物を擁する工事については電子納品の手引き　ページをご覧ください。

(２)図面
□ あり □ なし
□ している □ していない

(３)ファイル交換形式

□ MS-Word Ver. ( ) □ その他 ( )
□ MS-Excel Ver. ( ) □ その他 ( )
□ SXF(SFC) □ その他 ( )
□ JPEG形式 □ その他 ( )
□
□

※

(４)その他協議事項

※ 各項目において選択式になっているものについては□を■にして使用してください。
□が表示されている箇所についてはリストで□と■を選ぶことができるようになっています。
例： □ 重要構造物を擁する工事 → ■ 重要構造物を擁する工事

※ 情報共有システムを使用する場合は、情報共有システムガイドラインにある事前協議チェック
シートで確認を行うこと。

(１)協議参加者

18000

事 務 所
参 加 者

平成平成

工 事 ( 業 務 名 )
工 事 番 号
設 計 書 コ ー ド
工 期

発注者から発注図の提供があるか
発注図が提供された場合、発注図がCAD製図基準(案)に準拠しているか。

発 注 者

受 注 者

重要構造物の判断(工事の場合のみ)

企 業 名
参 加 者

CAD図面
写真

ワープロソフト
表計算ソフト

協議内容項目

交換するファイル形式

ファイル交換形式についてはあくまでも施工中または業務中に交換するファイルの形式を規定する
もので、納品時は決まった形式で納品してください。オリジナルファイルについては上記で取り決
めたファイル交換形式で構いません。

その他ソフト
その他ソフト
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別添付録1-2　事前協議チェックシート(営繕)

年 月 日 ～ 年 月 日

■ 重要構造物を擁する工事
※営繕工事は全ての工事が重要構造物を擁する工事となります。

□ あり □ なし
□ している □ していない

□ MS-Word Ver. ( ) □ その他 ( )
□ MS-Excel Ver. ( ) □ その他 ( )
□ SXF(SFC) □ その他 ( )
□ JPEG形式 □ その他 ( )
□
□

※

※ 各項目において選択式になっているものについては□を■にして使用してください。
□が表示されている箇所についてはリストで□と■を選ぶことができるようになっています。
例： □ MS-Word Ver. ( ) → ■ MS-Word Ver. ( )

重要構造物の判断(工事の場合のみ)

(１)協議参加者

18000

事 務 所
参 加 者
企 業 名

工 事 ( 業 務 名 )
工 事 番 号
設 計 書 コ ー ド
工 期

参 加 者

発 注 者

建築物識別コード
(発注者から指示される6桁のコード)

施 設 識 別 コ ー ド

受 注 者

CAD図面
写真

協議内容

ファイル交換形式についてはあくまでも施工中または業務中に交換するファイルの形式を規定する
もので、納品時は決まった形式で納品してください。オリジナルファイルについては上記で取り決
めたファイル交換形式で構いません。

2003

(４)その他協議事項
項目

(２)図面
発注者から発注図の提供があるか
発注図が提供された場合、発注図がCAD製図基準(案)に準拠しているか。

(３)ファイル交換形式

ワープロソフト
表計算ソフト

その他ソフト
その他ソフト

平成 平成

交換するファイル形式
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重要構造物
を擁する工

事

重要構造物
を擁する工
事でないも

の

発注者 受注者

INDEX_C.XML ○ ○ ○
MEET △ △ ○ ○
PLAN △ △ ○

押印が必要ないもの OTHRS/ORG等 △ △ ○ ○
押印が必要なもの OTHRS/ORG等 △ △ ○ ○
手書きの様式 OTHRS/ORG等 △ △ ○ ○
構造の変更に関連する書類 OTHRS/ORG900～998 ○ ○

PHOTO ○ ○ ○
DRAWINGF/ORG ○ ○ ○

発注図がCAD製図基準に準拠した図面の場合 DRAWINGF ○ △ ○ ○
発注図がCAD製図基準に準拠していない図面の場合 DRAWINGF ○ △ ○ ○

REGISTER △ △
K_BOOK ○ ○ ○
K_LDR ○ ○ ○
FACILITY ○ ○ ○

項目

○:電子納品が必須のもの

×:電子納品する必要がないもの

別添付録2　土木および農林水産工事書類の電子化に関する標準案

工事関係標準様式等

台帳

　（情報共有システムを利用して提出したものは、必ず電子納品）

ファイル・
フォルダ等

電子納品 書類作成者

施工計画書

完成図

工事打合せ簿、工事履行報告書、材料確認願、段階確認書、確認・立会願
工事管理ファイル

代表写真
写真

機械設備工事の完成図書

電気通信設備の設備図書
機械設備工事の台帳

△:状況によって電子納品をすべきもの
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発注者から貸与される発注図には以下のレイヤが作成されている場合があります。 

 

発注者が施工範囲等を示すために作成するレイヤ一覧（土木、水産、森林） 
レイヤ名 作成時期 レイヤ内容説明 線色 

C-HATSU 当初 当初の発注図において施工範囲等を描画するレイヤ。 赤 

C-HATSU* 変更*回 
変更*回時に当初の発注図と比較して変更がなかった

施工範囲等を描画するレイヤ。 
赤 

C-GEN* 変更*回 
変更*回時に当初の発注図と比較して減工となった施

工範囲等を描画するレイヤ。 
青 

C-ZOU* 変更*回 
変更*回時に当初の発注図と比較して増工となった施

工範囲等を描画するレイヤ。 
橙 

 

発注者が施工範囲等を示すために作成するレイヤ一覧（農村整備） 
レイヤ名 作成時期 レイヤ内容説明 線色 

C-HATSU 当初 当初の発注図において施工範囲等を描画するレイヤ。 赤 

C-HATSU* 変更*回 
変更*回時に当初の発注図と比較して変更となった箇

所がわかるよう施工範囲等を描画するレイヤ。 
赤 

 

図：当初発注図におけるレイヤ一覧(例) 

 
 

上記の表に記載されたレイヤは、SXFブラウザ Ver3.1および福井県の電子納品検査プログラム

において、CAD製図基準(案)に則っていないレイヤとして認識されエラーが出力されますが、上

記のレイヤに限りエラーが出ても許容します。(電子納品検査プログラムではC-HATSUがある場合、

「名称が基準外『C-HATSU』」と表示されます。) 

また、完成図の作成に当たっては、施工範囲を明示する必要がありますので必要に応じて旗揚

げおよびハッチング等をC-HATSUに描画してください。ただし、施工範囲明示後は発注者が作成

したレイヤのうちC-HATSUレイヤ以外については削除してください。 
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